
（参考） 各種届出関係  
 

養成施設を卒業 

 
 

養成施設を卒業後 1 年以内に 
介護福祉士等の登録 

かつ 
千葉県内の社会福祉施設等の 
介護職員等として就職 

 
・千葉県外で就職 
・介護職員等以外の職として就職 
・就職・登録日が養成施設の卒業 
 後 1 年以上経過 等 

返 還 猶 予 

途 中 退 職 勤務先変更 

返 還 

返 還 
返還の一部免除 

返 還 
（全 額） 

返還免除 
（全 額） 

② 

県内の別の社会福祉 

施設等へ異動 

・継続して７年間（中高年離職者及び過疎

地域就業者は３年間）県内の社会福祉施

設等で勤務 

・介護福祉士等の業務従事中に、業務上

の事由により死亡し、または、業務に

起因する心身の故障のため業務を継

続することができなくなった 

 業務従事期間が 

貸付期間以上 

 業務従事期間が 

貸付期間未満 
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④ ② 

⑤ 


